
まずは、こうした子ども達の存在を知っていただき、心配される子どもがあった場

合、下記までご連絡いただくか、学校の先生等にご相談ください。

ヤングケアラーとは？
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこど

ものこと。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうこと

があります。（こども家庭庁ホームページより引用）

実態調査結果より
厚生労働省と文部科学省は令和3年4月に初めて調査結果を公表しました。中

学生では約17人に1人、高校生では約24人に1人の割合で「世話をしている家

族がいる」と回答しています。

県でも令和４年度に調査を行い、お世話をしている家族がいる割合は国と比較

して高い傾向にありました。
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